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１ 

 

１ 趣 旨 

 加須市議会では、平成３０年７月に制定した加須市議会の最高規範である加須市議会

基本条例（以下「条例」という。）第３２条第１項の規定に基づき、議会改革の継続的

な取組を進めるにあたり、本条例に基づく活動について、その事業評価を行う必要があ

る。 

 本年は、条例制定後２年が経過する年であるため、初めての事業評価を行うことと

し、各議員（会派）ごとに事業を評価し、議会運営委員会（以下「委員会」という。）

が評価結果をとりまとめる方法により実施した。 

委員会は、条例の事業評価を条例の検証作業に併せて実施し、令和２年７月２０日以

来計６回の会議を重ね、会派に持ち帰り熟議を重ねるとともに、各委員が活発な意見交

換を行い、委員全員の総意として事業評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》加須市議会基本条例 

 

（条例評価と見直し手続） 

第３２条 議会は、議会改革の継続的な取組を進めるため、この条例に基づく活動

について、議会運営委員会等により、隔年でその事業評価を行うものとする。 

 ２ 略 



２ 

 

２ 事業評価方法 

 事業評価は、「加須市議会基本条例に係る事業評価実施要領」に基づき行った。 

 

（１） 評価体制 

   

 各議員（会派）ごとに事業を評価し、委員会が評価結果をとりまとめた。 

  

① 議会運営委員会 ８名 

   委 員 長  𠮷田健一   

副委員長  大内清心 

   委  員  小坂徳蔵、栗原 肇、関口孝夫、鎌田勝義、小坂 裕、小勝裕真 

  

② 議  長  柿沼秀雄 

※議長については、オブザーバーとして会議に出席 

 

（２） 評価の進め方 

① 前文及び全３３条について、１条ずつ評価を行った。 

② 評価の段階は、A、B、Cの３段階で評価した。 

③ 評価に際しては、その評価の内容や理由等を記載した。 

④ 評価については、事業評価結果表により行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価の段階】 

 A:達  成 ･･･ 当該条項は概ね（８割程度）その目的を達成した。 

 B:一部達成 ･･･ 当該条項は一部（５割程度）その目的を達成した。 

 C:未 達 成   ･･･ 当該条項は、目的を達成できなかった。（３割以下） 

－:対 象 外   ･･･ 当該条項は、評価の対象外とする。 

 



３ 

 

３ 事業評価結果 

（１） 各評価区分（Ａ、Ｂ、Ｃ）ごとの総数及び割合 

評価区分 評価区分総数 評価区分割合 

Ａ ２２   ７５．９％ 

Ｂ  ２    ６．９％ 

Ｃ  ５   １７．２％ 

合 計 ２９ １００．０％ 

※前文、第１条から第４条まで及び第３３条は、評価の対象外 

（２） 評価区分「Ｂ」の主な内容 

 ① 共生社会の推進（第９条） 

   主な取組実績のとおり推進したものもある一方、今後の取組予定等にある検討課  

題もある。 

【今後の取組予定等】 

・議場に車椅子で入場できるよう、改修することが課題。 

・ネット中継時に同時にテロップを入れることや、録画画面に手話通訳者を入れる等を検討課題とする。 

 ② 政治倫理（第２２条） 

   引き続き、各議員の努力が必要である。 

 

（３） 評価区分「Ｃ」の主な内容 

 ① 議会図書室の充実（第２１条） 

    議会図書室の充実には、市議会での議論とスペースの確保が課題である。 

 ② 特に取組又は案件が無かったもの 

  ア 取組が無かったもの 

   ・政策討論等の実施（第１４条） 

   ・文書質問（第２６条） 

  イ 案件が無かったもの 

   ・附属機関の設置（第１７条） 

   ・議員報酬（第３０条） 

 

 



４ 

 

４ 事業評価結果表 

条 項 目 
主な取組実績 

（令和 2年 6月まで） 

評価 

区分 

評価内容、理由等 

【今後の取組予定等】 

前 文 - 事業評価の対象外 - - 

第 1条 目的 事業評価の対象外 - - 

第 2条 定義 事業評価の対象外 - - 

第 3条 基本理念 事業評価の対象外 - - 

第 4条 定例会 事業評価の対象外 - - 

第 5条 
議会運営の

原則 

  

A 

・第 5 項は、委員会活動の

活性化に向けて引き続き努

力する。 
【今後の取組予定等】 

・第 5 項の委員会については、

予算・決算委員会のあり方を別

に検討する。 

第 6条 
議員活動の

原則 

  

A 

・議員活動の原則に基づい

て、引き続き努力する。 

 

第 7条 
議会の透明

性の確保 

・本会議のインターネット

中継（ライブ・録画）を開

始（令和元年 11月 26

日～） 

・質疑と一般質問の通告

書をホームページで公

表（令和元年 11月 26

日～） A 

・政務活動費（領収書等を

含む。）のホームページで

の公表は、県内 3番目であ

る。 

・平成 30年 7月現在 2,420

件であったインターネットの

アクセス数が、令和 2年３

月には 4,413件にのぼり、

また、インターネット中継の

映像視聴は令和元年 11月

から令和 2年 3月までで

3,638件にのぼるなど、議

会の透明性が確保されてい

る。 

 



５ 

 

条 項 目 
主な取組実績 

（令和 2年 6月まで） 

評価 

区分 

評価内容、理由等 

【今後の取組予定等】 

第 8条 

市民参加及

び市民との

連携 

・「加須市合併 10周年記

念 第 1回加須市議会議

場こいのぼりコンサート」

を開催（令和元年 12月 2

日） 

・市議会モニター制度を

導入し、市議会モニター

を委嘱（平成 30 年 7 月

12日～） 

・議会報告と意見交換会

の開催（平成 30 年 7 月

12 日、令和元年 7 月 12

日） 

・市議会モニターと議員

との意見交換会を開催 

（平成 31 年 1 月 30 日、

令和元年 7月 8日、令和

元年 12月 20日、令和 2

年 7月 6日） 

・平成国際大学学生との

意見交換会を開催（平成

30 年 10 月 29 日、令和

元年 10月 29日） 

・公聴会の開催（平成 29

年 11月 17日、令和 2年

1月 30日） 

 

A 

・主な取組実績のとおり実

施し、市民参加及び市民と

の連携を一層推進してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9条 
共生社会の

推進 

・手話言語条例を制定

（平成 31年 1月 1日

～） 

・傍聴者へのヘッドホン

の貸与（令和 2年第 1

回定例会～） 

・インターネット中継シス

テムの録画に合わせて、

会議録が見られるように

した（令和元年 12月定

例会～） 

Ｂ 

・主な取組実績のとおり推

進したものもある一方、今後

の取組予定等にある検討課

題もある。 
【今後の取組予定等】 

・議場に車椅子で入場できるよ

う、改修することが課題。 

・ネット中継時に同時にテロップ

を入れることや、録画画面に手

話通訳者を入れる等を検討課

題とする。 

 



６ 

 

条 項 目 
主な取組実績 

（令和 2年 6月まで） 

評価 

区分 

評価内容、理由等 

【今後の取組予定等】 

第 10条 
広聴広報活

動の充実 

・市議会モニター制度を

導入（平成 30 年 7 月 12

日～）し、市議会モニタ

ーを委嘱（平成 30年度 8

人、令和元年度 11 人、

令和 2年度 11人） 

・市議会モニターと議員

との意見交換会を開催

（平成 31 年 1 月 30 日、

令和元年 7月 8日、令和

元年 12月 20日、令和 2

年 7月 6日） 

・加須市ホームページに

よる情報配信（ホームペ

ージアクセス数は、28年

度 8,764件、平成 29年

度 16,233件、平成 30

年度 44,286件、令和元

年度 127,699件） 

・加須市フェイスブック及

び加須市ツイッターでの

情報発信 

・市議会だよりを発行 

A 

・市民の意見を議会に反映

させるため、市議会モニタ

ーを委嘱している。 

・市議会の開会等、市民に

議会情報を迅速に発信す

るため、加須市ホームペー

ジを活用している。 

・加須市フェイスブック、加

須市ツイッター及び加須市

LINEでも情報発信を実施

している。 

・市議会だよりを発行し、広

聴広報活動の充実に努め

ている。 

第 11条 
公聴会制度

等の活用 

・「加須市議会基本条例

素案に関する公聴会」を

開催（平成 29年 11月

17日） 

・「加須市議会議員の定

数に関する公聴会」を開

催（令和 2年 1月 30

日） 

 

 

 

 

A 

・主な取組実績のとおり実

施し、公聴会制度を積極的

に活用した。 
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条 項 目 
主な取組実績 

（令和 2年 6月まで） 

評価 

区分 

評価内容、理由等 

【今後の取組予定等】 

第 12条 

請願及び陳

情における

意見聴取 

・請願時には、委員会に

おいて詳細な説明のも

と、審査を実施 

・陳情は全議員に配布

し、又は議会事務局の窓

口で閲覧 

 

A 

・主な取組実績のとおり実

施した。 

第 13条 

市民との意

見交換及び

議会報告 

・「加須市議会基本条例

制定報告会及び意見交

換会」を開催（平成 30 年

7月 12日） 

・「議会報告会及び市民

との意見交換会」を開催

（平成 30 年 7 月 12 日、

令和元年 7月 12日） 

・市議会モニターと議員

との意見交換会を開催

（平成 31 年 1 月 30 日、

令和元年 7月 8日、令和

元年 12月 20日、令和 2

年 7月 6日） 

・平成国際大学学生との

意見交換会を開催（平成

30 年 10 月 29 日、令和

元年 10月 29日） 

 

 

 

A 

・初めて「加須市議会基本

条例制定報告会及び意見

交換会」を開催した。 

・「議会報告会及び市民と

の意見交換会」を開催し

た。 

・市議会モニターとの意見

交換会を実施した。 

・大学生の声を市議会に反

映させるため、平成 30年度

から 2 年続けて平成国際大

学の学生との意見交換会を

開催し、幅広い市民との連

携が図られている。 
【今後の取組予定等】 

市民との意見交換については、

女性団体、福祉団体、商工会

関係者、教育関係者など広く実

施することを検討する。 

第 14条 
政策討論等

の実施 

・政策立案及び政策提

言についての取組は無

し。 

Ｃ 

・取組は無かった。 
【今後の取組予定等】 
・政策討論等の実施は課題。 

・政策討論に当たっては、行政

全般を考慮した提案に努める

必要がある。 

 

 



８ 

 

条 項 目 
主な取組実績 

（令和 2年 6月まで） 

評価 

区分 

評価内容、理由等 

【今後の取組予定等】 

第 15条 
議員研修の

充実強化 

・市民公開研修講座「地

方自治法 70周年と地方

議会の課題」を開催（平

成 29年 8月 22日） 

・市民公開研修講座「市

民とともに進める議会改

革」を開催（平成 30年 7

月 12日、平成 30年 8

月 3日、令和元年 7月

12日、令和元年 7月 26

日） 

・「市議会防災講演会」を

開催（令和元年 7月 26

日） 

・埼玉県市議会 4区議

長会主催の研修会に参

加（平成 30年 7月 26

日、令和元年 7月 31

日） 

・市内企業訪問研修を実

施（平成 30年 8月 9

日、令和元年 8月 9日） 

A 

・主な取組実績のとおり、議

員研修の充実強化を図って

いる。 

第 16条 

大学との連

携、専門的

知見の活用 

・「加須市議会と平成国

際大学との連携協力に

関する協定」を締結（平

成 30年 5月 1日） 

・平成国際大学で開催の

「日本地方政治学会」シ

ンポジウムに参加（平成

30年 6月 24日、令和元

年 7月 6日） 

・平成国際大学教授が

公聴会の公述人の 1 人

となり、「加須市議会基

本条例素案に関する公

聴会」を開催（平成 29 年

11月 17日） 

A 

・主な取組実績のとおり実

施し、専門的知識を享受し

て連携を深めている。 
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条 項 目 
主な取組実績 

（令和 2年 6月まで） 

評価 

区分 

評価内容、理由等 

【今後の取組予定等】 

第 17条 
附属機関の

設置 

・附属機関を設置できる

ことになっているが、案

件は無し。 Ｃ 

・案件は無かった。 

第 18条 会派の役割 

・各会派が会派の役割を

果たせるよう努めた。 
A 

・会派の役割は果たされて

いる。 

第 19条 政務活動費 

・加須市議会政務活動

費マニュアルを制定（平

成 31年 3月 18日制定、

令和元年 5月 1日から適

用） 

 

A 

・マニュアルを制定し、政務

活動費の適正かつ有効な

活用に努めている。 

第 20条 
議会事務局

の機能強化 

・市民の信託に応える議

員ととともに、その職責を

全うした。 
A 

・市議会改革が進展し、閉

会中の業務が格段に増加

している中で、少人数の職

員でその職責を全うしてい

る。 

第 21条 
議会図書室

の充実 

・特に取組は無し。 

Ｃ 

・議会図書室の充実には、

市議会での議論とスペース

の確保が課題である。 

第 22条 政治倫理 

・市議会議員としての自

覚を持ち、責任をもって

行動している。 

 

Ｂ 

・引き続き、各議員の努力

が必要である。 

第 23条 議決事件 

・「加須市スポーツ元気

都市宣言」を議決（令和

2年第 1回定例会） 

 

 

 

A 

・「加須市スポーツ元気都

市宣言」を議決した。 



１０ 

 

条 項 目 
主な取組実績 

（令和 2年 6月まで） 

評価 

区分 

評価内容、理由等 

【今後の取組予定等】 

第 24条 
質問等の論

点の明確化 

・質問、質疑とも一問一

答方式を導入（令和元年

第 3回定例会～） A 

・質疑についても一問一答

方式を導入し、論点の明確

化が図られている。 

第 25条 

議会審議に

おける論点

情報の形成 

・予算審議に当たっては

予算案説明資料、決算

審議に当たっては行政

報告書が提出され、審議

が行われた。 

 

A 

・議会審議における論点情

報の形成が図られている。 

第 26条 文書質問 

・文書による回答を求め

ることができるが、特に取

組は無し。 

 

Ｃ 

・取組は無かった。 

第 27条 

災害時にお

ける議会の

対応 

・加須市議会業務継続

計画（市議会版ＢＣＰ）を

策定（平成 30 年 7 月 19

日、一部改訂平成 31 年

2月 6日）。 

・市議会の図上訓練を実

施（平成 30 年 11 月 12

日、令和 2年 2月 6日）。 

・市議会版ＢＣＰに基づ

き市議会災害対策会議

を設置（令和元年 10 月

12日、13日）。 A 

・加須市議会業務継続計画

（市議会版ＢＣＰ）を策定し

た（県内 40市議会中 2番

目） 。 

・計画を機能させるため、市

議会の図上訓練を実施し

た。 

・令和元年 10月の台風 19

号の際に、加須市議会業務

継続計画（市議会版ＢＣＰ）

に基づき加須市議会災害

対策会議を 10月 12日と

13日に設置し、執行部と災

害情報を共有し、連携して

取り組んだ。 
【今後の取組予定等】 
・新型コロナウイルスについても

対応を検討する必要がある。 

・オンライン会議等を取り入れて

いく。 

・速やかな情報提供をタブレット

端末を活用して行う。（市の対

応、議員間の情報共有等） 

 



１１ 

 

条 項 目 
主な取組実績 

（令和 2年 6月まで） 

評価 

区分 

評価内容、理由等 

【今後の取組予定等】 

第 28条 
議会予算の

確保 

・議場の音響設備を更新

（平成 30年第 3回定例

会～） 

・インターネット中継シス

テムを導入（令和元年 12

月定例会～） 

・加須市議会タブレット端

末活用検討委員会を設

置（令和 2年 4月 27

日）し、検討中。 

A 

・議会予算の確保に努めて

いる。 

第 29条 議員定数 

・ 「市議会議員定数条

例」を改正（令和 2年第 1

回定例会）し、議員定数

を次回改選時から現行

の 28 人を 25 人にした

（令和 2 年 3 月 24 日）。 

・定数条例の一部改正

に当たっては、公聴会制

度を活用した。 

 

A 

・公聴会制度を活用して議

員定数の見直しを実施し

た。 

第 30条 議員報酬 

・議員報酬に関する案件

は無し。 

Ｃ 

・案件は無かった。 
【今後の取組予定等】 
時機をみて報酬審議会等を設

置して検討したらどうかという意

見があった。 

第 31条 
一般選挙後

の条例研修 

・加須市議会基本条例

の研修を実施（令和元年

6月 20日）。 
A 

・基本条例の研修を改選後

速やかに実施した。 
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条 項 目 
主な取組実績 

（令和 2年 6月まで） 

評価 

区分 

評価内容、理由等 

【今後の取組予定等】 

第 32条 

第 1項 

条例評価と

見直し手続 

・令和２年７月から条例

に基づく活動について

事業評価を実施中 
A 

・事業評価を実施している。 

第 32条 

第 2項 

条例評価と

見直し手続 

・加須市議会基本条例

の検証を実施（令和 2 年

4月～9月） 
A 

・条例の検証を実施し、令

和２年第３回定例会（９月議

会）で条例の一部改正を実

施した。 

第 33条 最高規範性 事業評価の対象外 － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３ 

 

４ 参考資料 

〇加須市議会基本条例に係る事業評価実施要領 
 
 
 

 加須市議会基本条例に係る事業評価実施要領 

本要領は、加須市議会基本条例第３２条第１項の規定に基づき、議会改革の継続的な取

組を進めるに当たり、本条例に基づく活動について、隔年でその事業評価を行うため、そ

の評価方法及び評価結果の公表方法を定めるものとする。 

１ 事業評価の方法等について 

（１） 評価体制 

各議員（会派）ごとに事業を評価し、議会運営委員会が検証結果をとりまとめる。 

（２） 評価の進め方 

① 前文及び全３３条について、１条ずつ評価を行うものとする。 

② 評価の段階は、A、B、Cの３段階で評価するものとする。 

③ 評価に際しては、その評価の内容や理由等を記載するものとする。 

④ 評価については、別添の事業評価結果表（省略）により行うこととする。 

 

 

 

 

２ 事業評価結果の公表について 

（１） 市ＨＰや議会だよりへの掲載について 

本委員会における事業評価の結果については、市のホームページや議会だより等に掲

載し、広く市民に周知を図るものとする。 

 なお、必要に応じて、議会報告会等を活用し、直接市民の意見を聞くものとする。 

３ その他 

事業評価の結果報告については、議長に対しては、事業評価報告書を提出することと

し、議員に対しては、全員協議会等の場で行うものとする。 

 

【評価の段階】 

 A:達  成 ･･･ 当該条項は概ね（８割程度）その目的を達成した。 

 B:一部達成 ･･･ 当該条項は一部（５割程度）その目的を達成した。 

 C:未 達 成   ･･･ 当該条項は、目的を達成できなかった。（３割以下） 

－:対 象 外   ･･･ 当該条項は、評価の対象外とする。 
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〇検討経過 

回次 開催年月日 主な協議内容 

１ 令和 2年 7月 20日 ・全条文の評価取りまとめ結果について 

２ 令和 2年 8月 11日 ・全条文の評価取りまとめ結果について 

３ 令和 2年 8月 26日 ・報告書の素案について 

４ 令和 2年 9月 16日 ・加須市議会基本条例に係る事業評価実施要領について 

・報告書の素案について 

５ 令和 2年 11月 19日 ・報告書（案）について 

６ 令和 2年 12月 2日 ・報告書（案）について 

－ 令和 2年 12月 24日 ・報告書を議長に報告 

 

〇加須市議会運営委員名簿 

職 名 委 員 名 備  考 

委員長 𠮷田 健一  

副委員長 大内 清心  

委 員 小坂 徳蔵  

委 員 栗原  肇  

委 員 関口 孝夫  

委 員 鎌田 勝義  

委 員 小坂  裕  

委 員 小勝 裕真  

オブザーバー 柿沼 秀雄  

 

 


